
令和５年４月５日  市長定例記者会見 

 

 

 

１ 概要 

 過疎地域の雇用機会の創出と農林水産業や商工業の担い手の確保のため、地域の仕事を組み合わせ

て年間を通じた雇用を創出する仕組みである特定地域づくり事業協同組合制度について、本市の組合

が広島県で初めて認定を受けた。 

 

２ 組合の概要 

(1) 組合 

   名  称  東広島市特定地域づくり事業協同組合 

   代表理事  株式会社セカンドオピニオン 代表取締役 久保中大貴 

（サムライねぎ共同栽培事業者） 

専務理事  有限会社アイトライ 代表取締役 石川弘之 

  （福富町 石川商店店主・しゃくなげ館館長） 

監  事  株式会社ねぎらいふぁーむ 代表取締役 八幡原圭 

   構 成 員  高杉工務店（福富町の工務店） 

   事 務 局  中嶋直哉行政書士（元地域おこし協力隊） 

(2) 目的 

  ・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、協同組合で雇用することで、地域の担い

手を確保する。 

・新規雇用の促進（新たな仕事づくり）と半農半 Xの働き方を推進する。 

  ・新しいビジネスを推進し、持続可能な経営を確立する。 

(3) 派遣先 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

時 期 内 容 備 考 

R5.3月 31日 広島県から認定  

R5.4月 
労働局へ派遣事業の届出 広島県から認定後 

雇用に向けた面接 3名を面接予定 

 

産業部 ブランド推進課 

電話：082-426-3093 

氏名又は名称 主な事業内容，業務の内容 

（株）ねぎらいふぁーむ ねぎの生産・加工・販売業務 

（株）セカンドオピニオン ねぎの生産等，自動車部品の製造，野菜の乾燥加工業務 

（有）アイトライ 弁当等の製造・販売・配達 

特定地域づくり事業協同組合の認定 



東広島市特定地域づくり事業協同組合の概要
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東広島市特定地域づくり事業協同組合員

特定地域づくり事業協同組合
（事務局：中嶋氏）

労働者

人材派遣
（労働者の確保）

利用料金

仕事の提供

住居の斡旋
雇用

・安定した仕事（給与）
・スキルアップ
・移住

・過疎化、少子高齢化

・農林水産業や商工業の担い手の確保

・地域社会の維持

・地域経済の活性化

北部地域の課題

・独立（新規就農など）
・定住

東広島市
（財政支援）

課題解決

労働者のメリット
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【参考：総務省ホームページより】


